
子ども家庭課 

子ども・若者育成支援推進事業（拡充） 

 

【 堺市ユースサポートセンターの概要 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

 ・堺市ユースサポートセンターの相談支援件数が年々増加。 

⇒ 子ども・若者総合相談   ：開設時から約 3倍に増加（H23 785件 → H30 2,341件） 

   堺地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ：開設時から約１．6倍に増加（H27 1,078件 → H30 1,769件） 

・厚生労働省は、就職氷河期世代で、不安定な就労状態（非正規雇用）や、長期にわたり無業の

状態にある方々の高年齢化に対応するため、令和 2 年度から、堺地域若者サポートステーション

の対象年齢を、現行の「40歳未満」から「50歳未満」に拡大。 

 ・ひきこもりの高年齢化（８０５０問題）に対応するため、対象者の年齢や支援内容に応じて、こころ

の健康センターとの機能分化を行い、本市全体でのひきこもり支援の充実を図る。 

    

【 拡充内容 】 

 ・堺市ユースサポートセンターの対象年齢を、令和 2 年度から、現行の「40 歳未満」から「50歳未

満」に拡大する。 

・相談支援件数の増加と相談内容の複雑多様化に対応するため、堺市ユースサポートセンター

の人員体制の強化を行う。 

・堺市ユースサポートセンターの対象年齢の拡大に伴い、相談者の年齢や状態に応じたきめ細やか

な支援を行うため、コミュニケーションを図るアクティビティ・プログラムや就労支援プログラムを拡充す

る。 

 

【 予算要求額 】 

 ２２，８７５千円 （うち増額分 ４，７５０千円） 

（国補助あり、7,500千円（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）） 

 

ひきこもり、不登校、ニート、非行などの困

難を抱える子ども・若者やその家族、関係

者などの悩みの相談にのり、相談者のペー

スに応じた支援を行う。 

働きたくても働くことに不安がある若者や、

仕事についても長続きしないなどの悩みを

抱える若者とその家族の相談にのり、一人

ひとりに応じた就労支援を行う。 

（ひきこもり地域支援センター児童期も兼ねる） 

 

堺市ユースサポートセンター H23.1～ 

子ども・若者総合相談センター H23.1～ 堺地域若者サポートステーション H26.6

～ 

相談から就労支援まで一貫したサポート 


